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センターだより 評価判定センター

はじめに
高度な構造計算を要する高さ20ｍを超える鉄
筋コンクリート造など一定規模以上の建築物につ
いて、建築基準法に基づき、都道府県知事又は指
定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性
判定が義務付けられています。
現在、当法人は、全国38道府県から委任を受

け構造計算適合性判定業務を実施しています。
建築物の設計者が構造計算を行うにあたり、モ

デル化や諸数値の設定など工学的判断を要する事
項でお悩みの場合に判断されたことや考え方を具
体的に示していただき、その内容が適切か否かに
ついて、当法人の判定員がお答えします。費用は
無料です。

直近3か年の実績
・2025年度（11月末まで） 70件　　　　　　
・2024年度 73件　　　　　　
・2023年度 44件　　　　　　

申し込み手順
◇対象建築物
原則、当法人に構造判定の申請を予定されてい

る建築物を対象といたします。

◇申込方法
所定の様式（※）にご相談されたい趣旨を記入
いただき、下記問い合わせ先にメールで送信、電
話で連絡をお願いします。
（※）以下のURLからダウンロードをお願いします。

https://www.gbrc.or.jp/structure_ judgment/#support

◇打ち合わせの方法
　日程調整の上、面談、
ZoomやTeamsによる
WEB対応が可能です。

◇打ち合わせ議事録の作成と判定員による確認
打ち合わせ議事録を作成いただき、判定員が確
認の上、メールでお返しします。指定確認検査機
関等との協議や、適判申請の際に添付をお願いし
ます。
判定の際、当該内容を踏まえ、審査を行います。

◇留意点
テクニカルサポートは限られた時間のなかで判
定員が対応するもので、審査ではありません。
なお、再度確認が必要な場合は遠慮なくお問い
合わせ下さい。

お問い合わせ先
評価判定センター　構造判定部　審査課・業務課
メール：hantei5@gbrc.or.jp

電　話：06-6943-4680

構造計算適合性判定　テクニカルサポート（事前相談）業務案内


